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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び、資本構成、企業属性その他の基本情報は以下の通りです。

1.当社では、意思決定の迅速化により機動力を発揮し、経営拡大の迅速化と健全性及び透明性を維持することを方針としており、その実現のた

め、経営組織体制や仕組みを整備しております。

2.ステークホルダーに対しては、公開性のある経営を目指し、迅速な情報開示に努めております。

3.監査等委員会を設置し、各委員は取締役会への出席を行い、経営意思決定時には、経営の健全性に注視した立場での発言及び必要なアドバ
イスならびに議決権行使を行うとともに、同時に開催される監査等委員会にて情報の共有化を図っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則1-2．株主総会における権利行使】

補充原則1-2-2

当社は、従前から早期に株主総会招集通知を発送するよう努めておりましたが、2021年は新型コロナ感染症の影響もあり決算及びその監査に時
間を要したため、法定発送期限（中2週間前）での発送とさせていただきました。他方、招集通知に記載する情報は、可能な限り早期に電子的に公
表するよう努めており、2021年は5月31日にTDnet（https://www2.tse.or.jp/disc/33970/140120210531434482.pdf）及び当社のウェブサイト
（http://pdf.irpocket.com/C3397/M6bm/ucHU/EFsP.pdf）において電子的に公表しております。

補充原則1-2-3

株主総会で報告する計算書類及び事業報告の作成には事業年度末日（3月31日）から一定の期間を要し、また会計監査人及び監査等委員会に
よる監査のための期間も十分に確保する必要があります。特に当社では、2015年3月期からの国際会計基準（IFRS）の適用に伴って決算及び開
示資料の作成作業が増大している上、事業規模も年々拡大し、海外子会社数も年々増加しているところです。加えて本年は新型コロナウイルス感
染症の影響もあり決算及びその監査に時間を要することが予想されたため、一連の手続に要する十分な期間を確保すべく、株主総会は毎年6月
下旬の開催としております。今後は、決算内容確定の早期化を図り、株主総会開催日を少しでも前倒しできるよう、努力してまいります。

【原則4-1．取締役会の役割・責務(1)】

補充原則4-1-3

当社では現在、最高経営責任者等の後継者の計画を策定しておりません。当社は、現在「2025年に世界6000店舗及び売上5000億円」という目標
を掲げております。当社取締役会は、今後、経営理念の浸透や当該計画の達成に向けた経営戦略の遂行を踏まえ、最高経営責任者等の後継者
の計画策定についても適切に監督を行ってまいります。

【原則4-3．取締役会の役割・責務(3)】

補充原則4-3-3

当社の取締役会では、代表取締役社長を解任するための明示的な方針および手続を定めておりません。監査等委員会設置会社である当社は監
査等委員を除く取締役の任期が1年であり（会社法332条3項）、代表取締役社長としての業績評価は、原則として1年間の在任期間での実績を踏
まえ、株主総会での取締役選任手続を通じてなされるべきであると考えております。また、当社では取締役7名中3名が独立社外取締役であること
から、任期中に代表取締役社長がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、独立社外取締役が中心となって機動的に取締役会を
招集した上で、代表取締役社長の解任を審議の上、その当否を決定いたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-1．株主の権利の確保】

補充原則1-1-2

当社の取締役会は、取締役総数7名のうち独立社外取締役（監査等委員）が3名と約42％を占めるなど、コーポレートガバナンスに関する役割・責
務を十分に果たし得るような体制が整っていると判断しております。

当社では、2012年6月28日開催の株主総会において、剰余金の配当等会社法459条1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場
合を除き取締役会決議によって定めることができる旨の定款変更を決議しております（ご参考：当該定款変更に係る株主総会招集ご通知
（http://www.toridoll.com/ir/pdf/120612_3.pdf））。経営判断の機動性・専門性の確保の観点から、資本政策及び配当政策を機動的に遂行する
のが望ましいと判断し、当社取締役会では当該定款規定に基づき剰余金の配当を決定しております。

【原則1-2．株主総会における権利行使】

補充原則1-2-4

当社は、既に議決権の電子行使制度を導入しておりましたが、機関投資家や海外投資家による議決権行使の機会を確保するため、第30期定時
株主総会より議決権電子行使プラットフォームを導入しました。

また、当社は既に狭義の招集通知及び株主総会参考書類につき英訳を提供しておりましたが、第30期定時株主総会より事業報告等も含めたい
わゆる広義の招集通知の英訳の提供も開始しました。

【原則1-4．いわゆる政策保有株式】

当社は、現在、いわゆる政策保有株式として上場株式を保有していません。また、今後も、株価変動リスクの回避及び資産効率の向上のため、原



則として政策保有株式を保有しない方針です。したがいまして、政策保有株式に係る議決権の行使についての基準の策定・開示はしておりませ
ん。

【原則1-5．いわゆる買収防衛策】

当社は、企業価値の毀損につながる可能性が高いと判断したため、いわゆる買収防衛策を導入しておりません。

【原則1-7．関連当事者間の取引】

当社は、取締役会規程において、取締役の利益相反取引及び競業取引を取締役会の付議事項と定めており、取引ごとに取締役会による事前承
認を要すること、及び当該取引の結果を取締役会に報告することとしております。

【原則2-1．中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定】

当社は、強みである「手づくり・できたて」の美味しい商品とサービスの提供を通じて、世界のあらゆる国や地域のお客様に喜んでいただくことを、さ
まざまな業態ブランドで一貫して実現していくために、2015年11月に新しい経営理念「すべては、お客様のよろこびのために。Simply For Your

Pleasure.」を定めました。また2019年には、まだ誰にも見えていないけれど、ちゃんとそこに存在している新しい価値に気づき、目の前にいる人の
喜ぶ笑顔をひとつひとつ増やしていきたい、と考え、「Finding New Value」を新たに経営理念として加えました。今後も、世界に誇れるおもてなしの

心、「食の感動」をもって、あらゆる国や地域において常にお客様と向き合い、チャレンジし続け、動き続け、また、人々の暮らし、そして人生に、ま
だ見たことのない新しい喜びを行き渡らせるために、これからも新しい価値を探し続け、グローバルへ、次のステージへ、未来へ向かってまいりま
す。

【原則2-2．会社の行動準則の策定・実践】

当社は、前記の経営理念を実現するため企業倫理憲章を定めております（http://www.toridoll.com/company/charter.php）。また、関係者の皆様
に対する約束としてトリドール行動基準を定め（http://www.toridoll.com/company/conduct.php）、事業活動の大前提となるコンプライアンスを法令
順守のみならずより高い倫理観をもって徹底できるよう体制を整えております。

【原則2-3．社会・環境問題をはじめとするサステナビリティーを巡る問題】

当社は、トリドール行動基準において、1.地域社会の環境保全、2.リサイクル法等の順守及び3.環境に配慮した設備の開発を謳い、社会・環境問
題をはじめとするサステナビリティー（持続可能性）を巡る課題について積極的・能動的に取り組んでおります。なお当社の取組状況を積極的に開
示するため、サスティナビリティサイトを公開しております（https://toridoll.disclosure.site/ja）。また、2021年５月１日より従来の社長室を「サステナ
ブル推進室」に名称変更し、サステナビリティー対応を強化してまいります。

【原則2-5．内部通報】

当社は、内部通報規程に基づき内部通報窓口を内部監査室に設置し、通報事実を速やかに調査して適切な是正及び再発防止措置を採るととも
に、通報者が不利益を被らない体制を整備しています。また、取締役及び監査等委員会は、内部通報の内容及び処理状況について内部監査室
から随時報告を受けています。

補充原則2-5-1

当社は、従来からの内部通報窓口（内部監査室担当）に加え、2018年4月1日より監査等委員会に直接通報される窓口を設置しました。

【原則2-6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は確定拠出年金を採用しているため、企業年金を設立しておりません。

【原則3-1．情報開示の充実】

［経営理念、経営戦略及び経営計画］

当社ホームページにて公表している「経営理念」（http://www.toridoll.com/management-principle/）、「経営戦略」
（http://www.toridoll.com/ir/management/strategy.php）及び「中期経営計画」（http://www.toridoll.com/ir/management/midterm.html）に記載のと
おりであります。

なお当社では、補充原則4-1-3の説明にあるとおり、「2025年に世界6000店舗及び売上5000億円」という目標を掲げております。

［基本的な考え方］

上記「1.基本的な考え方」のとおりであります。

［報酬決定の方針と手続］

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬は、会社業績及び企業価値向上に対する貢献度を総合的に判断して決定
することを方針としております。2017年5月31日開催の取締役会で役員等の報酬制度の見直しを決議し、中長期的な業績と連動する報酬の割合
や自社株報酬の割合を高め、もって対象取締役に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と
の価値の共有を早期に促進するため、①基本報酬、②短期インセンティブ報酬（業績連動賞与）並びに③長期インセンティブ報酬（譲渡制限付株
式及びストックオプション）からなる新報酬制度を導入しました。

報酬決定の手続は、株主総会において決議された取締役報酬限度額の範囲内で、まず報酬委員会において報酬方針及び報酬別の報酬割合並
びに各取締役の具体的な報酬金額を審議の上、その諮問を受けた取締役会で決定することとしております。また当社は、報酬委員会で報酬を審
議するにあたり、外部専門機関の助言を得ることで、取締役の報酬水準の客観性を確保しております。なお、取締役会は代表取締役社長に報酬
決定を一任することができますが、一任を受けた代表取締役社長は報酬委員会の諮問内容を最大限尊重するものとしています。

［方針］

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補の指名に当たり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するための十
分な資質及び経験を有する人物で、当社事業への十分な理解、当社の経営管理を適切に遂行できる能力、迅速かつ的確な意思決定能力、適切
なリスク管理能力等を備えている人物を指名することを方針としております。

監査等委員である取締役候補の指名におきましては、企業経営、財務会計、法律等の分野で高い知見を有し、取締役の職務執行の監査等、監
査等委員としての職務を十分に果たせる人物を指名することを方針としております。

［手続］

取締役候補の指名の手続は、上記方針に基づきまず指名委員会で審議の上、その諮問を受けた取締役会で決定することとしております。

［選任・指名についての説明］

監査等委員以外の取締役の個々の選任・指名につきましては、「第31期定時株主総会招集ご通知」6-9ページに記載のとおりでありますので、以
下のURLをご参照ください。

http://pdf.irpocket.com/C3397/M6bm/ucHU/EFsP.pdf



また、監査等委員である取締役の個々の選任・指名につきましては、「第31期定時株主総会招集ご通知」10-13ページに記載のとおりでありますの
で、以下のURLをご参照ください。

http://pdf.irpocket.com/C3397/M6bm/ucHU/EFsP.pdf

補充原則3-1-2

当社は、従来より月次売上高レポート（毎月）、決算短信（毎四半期）及び決算説明会資料（毎半期）の英訳を当社ホームページ上で提供しており
ますが、2015年より新たにアニュアルレポートの英語での提供を開始しました（http://www.toridoll.com/en/ir/library/annual_report.php）。今後も
英語での情報の提供を充実させてまいります。

【原則3-2．外部会計監査人】

補充原則3-2-1

(i)外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定

当社の監査等委員会では、日本監査役協会の2015年11月10日付「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」（2017
年10月13日改正）に準拠した基準により、外部会計監査人の選定・評価を行っております。

(ii)外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認

当社の取締役会及び監査役会は、外部会計監査人の再任にあたり、従来からその独立性と専門性を確認しておりました。監査等委員会も、これ
までと同様、外部会計監査人の再任にあたり、その独立性と専門性を確認してまいります。

補充原則3-2-2

当社の取締役会及び監査等委員会は、外部会計監査人による適正な監査確保のため、次のような対応を採っています。

(i)監査契約締結にあたり、当期の監査時間について十分確保されているかを確認しています。

(ii)外部会計監査人の求めに応じ、適宜代表取締役、経理部長等の経営陣幹部との面談等の機会を確保しています。

(iii)外部会計監査人と監査等委員会及び内部監査室との定期的な会合等を通じて十分な連携を確保しています。

(iv)外部会計監査人から指摘を受けた場合、外部会計監査人と協議の上、内部監査室が是正の社内対応を講じることとしています。

【原則4-1．取締役会の役割・責務(1)】

当社の取締役会では、毎年中期経営計画を策定・承認し、同計画を踏まえて重要な業務執行の決定を行っております。また、創業30周年となった
2015年には、新しい経営理念「すべては、お客様のよろこびのために。Simply For Your Pleasure.」を定め、次の30年に向けて戦略的な方向付けを

行っております。

補充原則4-1-1

当社は、法令および定款によるもののほか、取締役会規程により、取締役会の決議を要する事項を具体的に定めております。

また、取締役会の決議事項ではなく経営陣に委ねる事案の意思決定に関しては、職務権限規程を定め、各事案の重要性に応じて、稟議による社
長又は専務による決裁、各部門長による決裁等の基準を明確にしております。

なお、当社は監査等委員会設置会社移行の際、重要な業務執行の決定の一部（組織及び人事に関する事項、支店その他事業所の設置、移転及
び廃止、店舗の閉鎖の決定等）を取締役に委任しています。

【原則4-8．独立社外取締役の有効な活用】

当社は、コーポレートガバナンス体制を強化するため監査等委員会設置会社に移行し、その期待される役割・責務に照らして資質を十分に備えた
独立社外取締役を3名選任しております。

また、当社は今後の事業拡大に向けた種々の投資等の決定にあたり、経営陣から独立した立場の意見も適切に反映させることが重要であると考
え、取締役（7名）の約42％（3名）を独立社外取締役として選任しております。

補充原則4-8-1

当社の独立社外取締役（3名）は全員監査等委員であり、監査等委員会は独立社外取締役（3名）のみで構成されることから、監査等委員会が独
立社外者のみを構成員とする会合として機能しており、独立社外取締役は定期的に開催される同委員会において独立した客観的な立場に基づく
情報交換をし、認識の共有を行っております。

補充原則4-8-2

当社の独立社外取締役（3名）は全員監査等委員であるところ、独立社外取締役（3名）で構成される監査等委員会では互選により1名を監査等委
員長として選出し、監査等委員長を中心に経営陣との連絡・調整にあたっております。

【原則4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社取締役会は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」で定める独立性基準等を参考に、2017年4月11日付で「株式会社トリドー
ルホールディングス独立社外取締役の独立性判断基準」を策定しました。この基準に基づき、第31期定時株主総会で社外取締役（監査等委員）3
名を選任し、その全員を独立役員として同取引所に届け出ています。

【原則4-10．任意の仕組みの活用】

補充原則4-10-1

当社は、2020年12月８日付で任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しました。両委員会は取締役会及び監査等委員会の下に設置され、監査
等委員である取締役３名全員と取締役会で選定された監査等委員でない取締役１名の計４名で構成され、その過半数を独立社外取締役としてい
ます。また、委員長には独立社外取締役の梅木利泰氏が選定されています。

設置後すでに委員会が開催されており、取締役の指名及び報酬について独立社外取締役を中心に活発な審議がなされ、取締役会に諮問してお
ります。

【原則4-11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

補充原則4-11-1

当社は、意思決定を迅速化し機動力を発揮するため、業務執行取締役4名、独立社外取締役（監査等委員）3名という少人数の経営体制としてお
ります。このうち業務執行取締役については、いずれも外食業界や食材流通、海外事業に精通した経験豊富な者を選任しております。他方、独立
社外取締役（監査等委員）については、内部統制等に関する知見を有している者、法律に関する適切な知見を有している者及び財務・会計に関す
る適切な知見を有している者を選任し、監査等委員としての職責を果たし得る知識及び経験の多様性を意識した構成としております。なお、ジェン
ダーの面からの多様性を考慮し、女性の取締役を1名選任しております。

補充原則4-11-2

各取締役の他の上場会社の役員との兼任状況につきましては、「第31期定時株主総会招集ご通知」30,34ページに記載のとおりでありますので、



以下のURLをご参照ください。

http://pdf.irpocket.com/C3397/M6bm/ucHU/EFsP.pdf

補充原則4-11-3

当社取締役会は、2019年5月27日開催の臨時取締役会終了後、取締役全員（7名）出席のもと、約1時間にわたり、当社取締役会全体の実効性に
ついて分析・評価を行いました。

当日は、事前に行われた社外取締役（監査等委員）全員（3名）による議論を踏まえ、社外取締役から提起された現状の当社取締役会の実効性に
関する課題を検討しました。

まず、会議体としての実効性については、社外取締役を中心に取締役会で議論がなされているものの、業務執行取締役、社外取締役双方におい
てそれぞれ取締役会に上程される前になされた議論の結果を取締役会の場で俎上に載せ、個々の議案に対してより深い理解と活発な意見交換
を行っていくべき、という方針で意見が一致しました。

次に、個別具体的な課題のうち、当社事業の拡大に対応する、主にファイナンス面からの取締役会によるガバナンスについては、2016年10月1日
に制定、施行された資金管理規程に加え、2019年4月9日に事業投資規程が制定、施行されたことで一定の体制が確立されたため、今後これらの
規程類を適確に運用していく方針を確認しました。

また、取締役のトレーニングについては、コンプライアンスに関連した他社の危機管理事例の共有や、近時の判例を踏まえたグループ企業管理そ
の他の取締役の責任に関する教育などを行っていくべきとの方針で意見が一致しました。

今後は、これらの方針を実行に移すとともに、定期的にその運用状況を確認してまいります。

【原則4-12．取締役会における審議の活性化】

補充原則4-12-1

当社では、取締役会における審議の活性化を図るべく、会議運営に関し次の取扱いを確保しています。

(i)取締役会の3営業日前に発せられる招集通知に議題を合わせて記載するとともに、各議案に係る資料を遅くとも1営業日前の営業時間中には配
布するようにしております。

(ii)議案の内容が詳細にわたる場合には、要点を整理した資料を別途作成・提供するようにしております。

(iii)年間開催スケジュールを各期の3ヶ月前までに決定するとともに、株主総会招集決議、決算短信承認等定例の審議事項についてはあらかじめ
当該スケジュールに織り込むようにしております。

(iv)日程は少なくとも月1回は開催されるよう設定しております。なお、審議項目数については、2015年6月26日から監査等委員会設置会社に移行
し、取締役会決議事項の一部を取締役に委任した（補充原則4-1-1の説明を参照）ことにより、重要事項に注力した審議をなし得る体制となってお
ります。

(v)審議時間は2時間を確保しております。

【原則4-13．情報入手と支援体制】

補充原則4-13-3

当社の取締役は、内部監査室による監査の方針及び計画を期初に決定して監査にあたらせるとともに、随時監査結果を報告させ適宜指示を与え
ております。また、内部監査室は監査等委員会と毎月定例会を開催し、監査計画や監査結果について意見交換を行っております。

監査等委員会の支援体制としては、法務コンプライアンス部長を事務局長とした監査等委員会事務局を法務コンプライアンス部に置き、社外取締
役（監査等委員）の指示を受け次第、速やかに当社の情報を適確に提供できるようにしております。

【原則4-14．取締役・監査役のトレーニング】

補充原則4-14-2

当社は、当社を取り巻く環境の変化に対応するため、取締役を含めた幹部社員に対し最新の問題に関するトレーニングの機会を設けています。
2020年10月にはESGを、2021年1月にはダイバーシティを、それぞれテーマにセミナーを実施しました。

【原則5-1．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話を促進するため、以下の方針にしたがって取り組んでおります。

(i)社長を最高責任者として、株主との対話にあたります。

(ii)経営企画室をIRの主管部門と定めてIR担当を置くとともに、経理部、法務コンプライアンス部、サステナブル推進室等と適切に連携して積極的
に情報共有を行います。

(iii)個別面談以外にも、社長による機関投資家・アナリスト向け決算説明会の開催（年２回）、株主通信の発行（年２回）、ホームページの投資家情
報の充実等により、株主に対して積極的な情報発信を行います。

(iv)株主・投資家から寄せられた意見は、経営企画室でとりまとめた上で経営陣に報告します。

(v)株主・投資家との対話においては、開示情報をもとに実施することで公平性の確保を図り、インサイダー情報の管理徹底に努めます。また、決
算発表前の期間は、IRサイレント期間として株主・投資家との対話を制限しています。2020年９月にディスクロージャーポリシーを定め、これらの方
針を明確にしました。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

粟田貴也 27,575,472 31.93

有限会社ティーアンドティー 11,160,000 12.92

特定有価証券信託受託者　株式会社SMBC信託銀行 3,736,000 4.33

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,942,300 2.25

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,695,100 1.96

株式会社日本カストディ銀行（信託口５） 744,900 0.86

株式会社日本カストディ銀行（信託口６） 662,300 0.77

株式会社日本カストディ銀行（信託口１） 600,200 0.69

アリアケジャパン株式会社 600,000 0.69



JP MORGAN CHASE BANK 385781 461,263 0.53

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

梅木利泰 公認会計士

梅田浩章 公認会計士

片岡牧 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

梅木利泰 ○ ○
当社は、同氏を独立役員として指定してお

ります。

公認会計士としての専門的知識に基づいた的
確な意見を得られる事に加えて、以前、当社の
顧問であったことから社内業務に精通している
事で、適任と判断し、社外取締役に選任してお
ります。同氏は、当社との利害関係はなく、独
立した立場から監督することが可能であり、一
般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独
立役員に指定しました。



梅田浩章 ○ ○
当社は、同氏を独立役員として指定してお

ります。

公認会計士としての専門的知識に基づいた的
確な意見を得られる事に加えて、以前、当社の
顧問であったことから社内業務に精通している
事で、適任と判断し、社外取締役に選任してお
ります。同氏は、当社との利害関係はなく、独
立した立場から監督することが可能であり、一
般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独
立役員に指定しました。

片岡牧 ○ ○
当社は、同氏を独立役員として指定してお

ります。

弁護士としての専門的知識に基づいた的確な
意見を得られる事から、適任と判断し、社外取
締役に選任しております。同氏は、当社との利
害関係はなく、独立した立場から監督すること
が可能であり、一般株主と利益相反の恐れが
ないと判断し、独立役員に指定しました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する法務コンプライアンス部の使用人の任命、異動および評価については、監査等委員会の事前の同意を必要としま
す。同使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、当該職務以外の業務を指示された場
合にあっても監査等委員会の指示事項を優先して処理します。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、正しい経営情報を提供するなど独立して公正な立場から監査が実施される環境を整
備しています。又、当社の監査等委員会、及び、内部監査室は有限責任あずさ監査法人と年4回以上の報告会を開催し、連携、協力をとりながら
監査を実施しています。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の補充原則4-10-1参照。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名



その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は、中長期的な業績と連動する報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、もって対象取締役に当社グループの企業価値の持続的な向上を図
るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値の共有を早期に促進するため、2017年5月31日開催の取締役会決議をもって、当社取締
役の報酬制度の見直しを行い、固定報酬としての基本報酬、単年度の会社業績達成度に連動する年次賞与（業績連動賞与）及び株価変動の影
響を株主の皆様と共有することを目的とした譲渡制限付株式報酬及びストックオプションからなる新たな報酬制度を導入致しました。

なお、監査等委員である取締役は、役割に鑑み、業績連動賞与及び譲渡制限付株式報酬の対象外としております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため。 なお、前記のとおり、社内取締役についてはストックオプションに加えて譲渡制

限付株式を付与する新たな報酬制度に移行しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役（社外取締役を除く）4名 119百万円

社外取締役（監査等委員）3名 13百万円

上記には、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く）１名を含んでおります。

詳細は、「第31期定時株主総会招集ご通知」33ページをご参照ください（http://pdf.irpocket.com/C3397/M6bm/ucHU/EFsP.pdf）。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、2017年5月31日付で役員等報酬規程を制定し、中長期的な業績と連動する報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、もって取締役（監査
等委員を除く）に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値の共有を早期に促進する報酬制
度を導入しました。

(a) 役員報酬制度の基本的な考え方

取締役（監査等委員を除く）の報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬（業績連動賞与）及び長期インセンティブ報酬（譲渡制限付株式及びス
トックオプション）で構成します。

取締役（監査等委員）の報酬は、基本報酬及び長期インセンティブ報酬（ストック・オプション）で構成します。

(b) 報酬決定手続

当社は、取締役（監査等委員を除く）の報酬を決定するにあたり、外部専門機関により役員報酬調査データ（報酬の種類ごとの割合を含む）に基づ
く助言を得ることで、取締役（監査等委員を除く）の報酬水準の客観性を確保しております。

また、2020年12月の報酬委員会設置後は、独立社外取締役（監査等委員）全員（３名）が委員かつその過半数を占める報酬委員会の答申を経て
取締役（監査等委員を除く）の報酬（報酬の種類ごとの割合を含む）を決定しております。同委員会設置以前も、監査等委員会において意見陳述
権（会社法第361条第６項）の行使を判断するにあたり、取締役（監査等委員を除く）の報酬内容が業績や職務の遂行状況に照らして相当かどうか
を審議しておりました。

(c) 短期インセンティブ報酬（業績連動賞与）の概要

業績連動賞与の総額は、取締役会があらかじめ設定した当該事業年度の支給総額を上限とし、当社グループの当該事業年度の連結売上収益及
び親会社の所有者に帰属する連結当期利益を基準に、取締役会があらかじめ設定した予算目標額の達成度に応じて決定されます。当社では、
公表される数値であり、また企業規模及び収益性を示す基準として明快であることから、連結売上収益及び親会社の所有者に帰属する当期利益
を短期インセンティブ報酬（業績連動賞与）の指標として採用しております。

また、各取締役（監査等委員を除く）には、上記の業績連動賞与総額を役職位ごとに取締役会であらかじめ定めた役職別係数により按分した金額
を支給します。

【社外取締役のサポート体制】



社外取締役は全員監査等委員であり、法務コンプライアンス部長を事務局長とした監査等委員会事務局を法務コンプライアンス部に置き、社外取
締役（監査等委員）をサポートしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

1.業務執行の決定に際しては、稟議規程に従った事前検討を行い、必要に応じて取締役会規程の決議基準に基づき、取締役会で十分な審議を
経て実施しています。

2. 取締役会は、毎月1、2回開催し、投資案件、組織再編その他会社の重要事項について審議決定しています。2021年3月期は取締役会を19回開

催し、全取締役が全会出席しております。

3.監査等委員会を設置し、毎月定例の監査等委員会を開催し、監査等委員同士の情報交換、共有を実施し、また、取締役会への出席、積極的な
意見具申を行っております。監査等委員会は、会社の経営方針、中期経営計画及びそれらに基づく諸施策を認識し、内部統制システムの基本方
針の運用状況及びコーポレートガバナンス・コードの遵守状況を把握し、取締役の職務執行が法令又は定款に違反することなく、また効率的に行
われるよう必要な助言・勧告等を行うことによって、会社運営の適正性を確保・確認することを目的とし、良質な企業統治（コーポレート・ガバナン
ス）の確立に向けた監査活動を行うことを基本的な監査方針としています。有限責任あずさ監査法人とは、期末、及び、四半期だけではなく、必要
に応じて相談を行うとともに、岡野隆樹氏、三井孝晃氏の各公認会計士よりアドバイス等を受けております。また、社内監査につきましても、内部
監査室とともに、各部門の法規、諸規定、制度について、公正な運用と管理がされているか、監視しております。

4. 内部監査室を設置し、実効性のある監査（評価）及びコンサルティング活動を通じて組織体に価値を付加することで企業成長に貢献する監査を

実践するという方針のもと、室長及び担当者（計8名）が内部監査規程に基づき社内の諸規程、制度秩序の遵守及び運用と管理状況を監査してお
ります。

5. 有限責任あずさ監査法人の岡野隆樹氏、上野陽一氏の各公認会計士が公認会計士7名その他11名の補助者とともに会計監査を行っておりま

す。なお、有限責任あずさ監査法人の継続監査期間は18期間であります。

6.当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役（監査等委員）との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限定額は、法令が定める額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名、監査等委員である取締役3名（うち社外取締役3名）の少人数の経営体制を当面維持する
ことによって、意思決定を迅速化し、機動力を発揮すると共に、公開性のある経営を目指し、タイムリーな情報開示に努め、ステークホルダーに対
する企業価値の最大化を図るため、現状の体制を選択しております。

なお、当社は監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制を一層強化するため、2015年6月26日開催の第25回定時株主総会をもって監査等委
員会設置会社に移行しました。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

電磁的方法による議決権の行使
インターネット等による議決権行使を採用し、パソコン・スマートフォン・携帯電話を通じて
議決権を行使することを可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪの提供する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
当社ホームページおよび東京証券取引所ホームページに、招集通知の英訳を掲載してお
ります。

その他
当社ホームページおよび東京証券取引所ホームページに、招集通知のPDFを発送の14
日前に掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを作成し、公表しております
（https://www.toridoll.com/ir/management/policy.html）。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期ごとの決算説明会を実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
適時開示資料、決算資料、有価証券報告書および四半期報告書、決算説明
会資料、株主総会招集通知等を開示しております
（https://www.toridoll.com/ir/）。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画室に担当者を任命しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業倫理憲章においてステークホルダーに対する適切な企業情報の開示と情報の保護に
ついて規定するとともに、トリドール行動基準においてステークホルダーとの関係につき具
体的に規定しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

お子様が讃岐うどん作りを体験できる『まるごとまるがめ体験教室』の全国での開催、釜揚
げうどんの売上の一部をアフリカの学校給食として寄付等を行っています。また、当社の
CSR活動の取組状況を積極的に開示するため、サスティナビリティサイトを公開しておりま
す（https://toridoll.disclosure.site/ja）。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、代表取締役社長が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、内部統制システムの体制整備に必要とされる各条項を定め、その担当
者の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについて、常に見直しによってその改善を図り、効率的で適法な企業体
制を作ることを目指しております。

１．職務執行の基本方針

当社グループ（当社および当社子会社をいう。）は、次の経営理念を掲げ、すべての取締役および使用人（一般従業員、契約社員、嘱託社員、
パートナー社員、エリア社員、地域限定社員、店舗限定社員、ジュニア社員、派遣社員その他当社グループの業務に従事するすべての者をい
う。）が、職務を執行するにあたっての基本方針とする。

経営理念　Findhing New Value.　Simply For Your Pleasure.

当社グループは、この経営理念に基づき、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが経営上の重要な責務であると認識し、以下
のとおり内部統制システムに関する基本方針を定める。また、今後とも内外環境の変化等に応じ、柔軟にこれを見直し、有効かつ適切な構築およ
び運用に努める。

２．内部統制システムに関する基本方針

（１）当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

１．当社の取締役会は、原則として月１回、かつ、必要に応じて随時開催し、法令、定款および取締役会規程その他の社内規程に従い重要な業務
執行を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。

２．当社の監査等委員会は、独立した立場で業務執行取締役の職務の執行を監査する。

３．当社は、代表取締役社長に直属する部門として、内部監査室を設置する。内部監査室は、当社グループの内部統制の適切性および有効性を
経営方針に照らして、独立した立場で検証および評価し、その結果に基づく改善提案を通じて、経営の健全性および効率性の向上に資する。

４．当社グループの取締役および使用人は、「企業倫理憲章」および「トリドール行動基準」を基に行動し、コンプライアンス体制の維持、向上を図
る。

５．コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス規程に従って当社グループにおけるコンプライアンス上の課題を協議するとともに、コンプラ
イアンス・プログラムを策定、推進する。

６．当社は、法令および定款等に違反する行為を当社グループの取締役および使用人が発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築
する。

７．当社グループは、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、不当な要求には決して応じず、警察当局との連携をとり、断固としてこれを拒絶
する。

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

１．当社の取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役の職務の執行に係る重要な情報、文書（電子化情報を含む。以
下同じ。）は、文書管理規程その他社内規程の定めるところに従い、適切に保存および管理（廃棄を含む。）する。

２．当社の監査等委員会が求めたときは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、いつでも当該文書を閲覧に供する。

３．当社の取締役は、法令および金融商品取引所の諸規則等に従い、開示すべき情報を適時かつ適正に開示する。

（３）当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１．当社は、当社グループの平常時における業務執行に係るリスクをトータルに認識、評価し適切なリスク対応を行うためにリスクマネジメント規程
を定め、グループ全体のリスク管理体制を整備する。

２．当社は、当社グループのリスク管理の実効性を確保するため代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、グループ全
体のリスクを評価検討し、リスク管理推進に関わる課題や対応策を協議し承認する。

３．当社は、有事の際の迅速かつ適切な対応に備え、危機管理規程を定め、損失の最小化、損害の復旧および再発防止のための当社グループ
全体の危機管理体制を整備する。

４．当社は、各部門、各店舗および各子会社において、経営の内外の環境変化や、法令定款違反その他の事由に基づく損失の危険が発見された
場合には、発見された危険の内容およびそれがもたらす損失の程度等について直ちに当社の担当部門に報告される体制を構築するとともに、そ
の重大性に応じて担当部門を管掌する取締役が速やかに取締役会に報告する。

５．当社は、食品を扱う企業として食品の衛生管理は何よりも優先される事項と認識し、食品安全管理規程を定め、平時の食品衛生管理を徹底す
るとともに、万が一問題が発生したときは危機管理規程に従い直ちに適切な対応を行う。

（４）当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１．当社は、当社グループの中長期経営計画を策定し、グループ全体の経営の目標を設定する。また、中長期経営計画は、経営を取巻く内外の
環境の変化に柔軟に対応すべく毎年度見直しを行う。

２．当社グループの各年度の予算は、中長期経営計画とリンクして策定され、当社の事業部門別および各子会社別の予算管理と月例の業績報告
により適切な対策を講じる。

３．当社の取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程において定め、付議にあたっては、経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な
資料が全取締役に配布される体制を整備する。

４．当社は、日常の業務遂行に際しては、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程、執行役員規程等に基づき権限の委譲を行い、また当社
子会社の取締役会等で定期的に業務方針を共有することで、当社グループの各レベルの責任者が意思決定ルールに則り関連部門と連携して適
切かつ効率的に業務を遂行するとともに、重要な情報が適時かつ適切に関係者に伝達される仕組みを整備する。

（５）当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

１．当社は、子会社管理の部門を関係会社管理規程で定め、当社グループの中長期経営計画のもと、各子会社の自主的かつ機動的な運営を尊
重しつつグループ全体で緊密な連携を保持することにより、企業集団としての事業発展および経営効率の向上を図る。

２．当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の重要事項につき事前協議および承認を義務付けるとともに、子会社の取締役から子会社の営
業成績、財務状況その他の重要な事項につき定期的に報告を受ける。

３．当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要に応じて子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。

（６）当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

監査等委員会の職務は、当社の総務コンプライアンス部の使用人がこれを補助する。

（７）前項の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項

１．監査等委員会の職務を補助する法務コンプライアンス部の使用人の任命、異動および評価については、監査等委員会の事前の同意を必要と
する。

２．同使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、当該職務以外の業務を指示された場
合にあっても監査等委員会の指示事項を優先して処理する。

（８）当社および当社子会社の取締役および使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制

１．監査等委員会は、取締役会その他の重要な会議を通じ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人から重要事項の報告を受け



る。そのほか、当社グループの取締役および使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告および情
報提供を行う。

２．当社グループの取締役および使用人は、当社グループに著しい影響を及ぼす事実が発生し、または発生する恐れがあることを発見したとき
は、監査等委員会に速やかに報告する。

（９）前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員会に前項の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。

（１０）当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きそ
の他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について当社に対し費用の前払い等の請求をした際には、当該請求に係る費用または債務が当該職務の執行に
必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

（１１）その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１．監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人から
その職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。

２．監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもって意見交換を行うほか、必要に応じて他の取締役、当社子会社の監査役（またはこれらに
相当する者）、内部監査室長または会計監査人とも情報交換を行い充分なコミュニケーションを図る。

３．監査等委員会を原則として月１回、かつ、必要に応じて随時開催し、法令、定款および監査等委員会規程その他の社内規程に従い重要事項
について協議する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、不当な要求には決して応じず、警察当局との連携をとり、断固としてこれを拒絶します。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




